
 

平成 29年度第 1回王寺町総合教育会議・議事録概要 

 

日 時：平成 30年 3月 28日（水） 午後 1時 30分～午後 2時 45分 

 

会 場：王寺町役場 3階 応接会議室 

 

委 員：平井町長、梅野教育長、巽教育長職務代理、東中教育委員、池島教育委員 

 

 

 

議 題：（１）【仮称】王寺義務教育学校（北）建設における基本計画（案）について 

（２）その他 

 

 

・議題（１）資料に基づき【仮称】王寺義務教育学校（北）建設における基本計画（案）

及びタウンミーティング、パブリックコメントの結果について事務局より説明を行

った。 

 

主な意見の概要は、次の通り。 

 

 

○我々教育委員は、義務教育学校推進委員会や各プロジェクトチームに入り、学校の

教員の方々とともに意見交換してきた。この基本計画案は、その意見を概ね反映し

ているものと思う。 

○逆説的に、事務局として課題が残っていると思われる部分があれば教えてもらいた

い。 

〇大プールは最初の検討段階では、「大小２つのプールを新規に作る」ということで

あったが、最終「既存の王寺中学校のプールを使用する」に変わった。 

〇そこで、現在の王寺中学校のプールに対してどれくらいの改修が必要なのか。また

その改修について今後、義務教育学校と一緒に検討していくのか。 

 

 

◆これは基本計画であるため義務教育学校建設の全てを記述できているわけではな

い。今後、基本設計・実施設計と進めていくに当たり、宿題を残している部分もあ

る。 

◆具体的には教室の広さ、職員室の広さの問題がある。 

◆特に特別支援教室については、インクルーシブ教育を展開していく中で、どのよう



 

な設備が必要なのか等が課題と感じている。 

◆また多目的教室、多目的スペースについては、様々な使い方ができると想定される

中で広いスペースを確保している。しかし実際に何に使うのかによって備品や設備

が変わってくるため、基本設計の中で検討を行っていく。 

◆プールに関しては、当初、校舎屋上に設置する構想であった。しかし当初の構想で

は、プールの他にも様々な教室や施設を取り入れ、計画を行ったところ、延べ床面

積は文部科学省が掲げる補助基準の上限をはるかに超えるものとなった。  

◆このため、延べ床面積の観点から、再度教室や施設の見直しを行い、現在の案に至

った。 

◆王寺中学校のプールは、平成９年に整備された。町内小中学校のプールの中で、最

も新しいプールである。よって継続利用できるものは、そのまま有効利用していく。 

◆但し、低学年の児童は、離れたプールまで移動するのが困難であるため、校舎の４

階に低学年用のプールを計画している。 

◆また体育授業の時間数から、大小２つのプールがあることで、スムーズに授業運営

を行うことができる。 

◆大プールは、現在のまま使用する計画である。但し、プール槽の劣化などは随時対

応を行っていく。 

 

 

〇敷地面積にプールは入っているのか。 

 

 

◆入っていない。 

 

 

〇職員更衣室が２階に計画されているが、職員室に近いほうが良い。 

〇１階の地域交流室とは、どのようなものか。 

〇小学校課程では学級菜園が必要であるが、十分に確保できるのか。 

〇駐車場はどの程度確保されるのか。 

 

 

◆更衣室に関しては、当初計画において地下１階に予定していた。しかし、先ほどの

延べ床面積を縮小する段階において、２階に設置する計画に変更した。 

◆職員室のある１階は、様々な部屋の関係から職員更衣室の設置が非常に難しい状況

である。 

◆校舎西側に計画している地域交流室については、会議室や来客の待合室、屋内運動

場開放時の打ち合わせスペース等、様々な用途を想定している。 

◆１階部分では、パソコン教室や図書室機能を兼ね備えた複合施設（メディアセンタ



 

ー）を計画しているが、現段階では施設概要を提示できていない。今後、基本設計

の中で施設の規模等を決定し、職員更衣室の位置についても検討する。 

◆職員更衣室を１箇所とするのか、分散して複数箇所とするのかは、今後基本設計の

中で検討する。 

◆校舎の東側に学校菜園を計画している。校舎の東側は遊具の配置や通学スペース、

職員の車が往来する等が考えられ、現在のところ明確にはできていないが、菜園の

確保は可能と考えている。 

◆駐車場について、校舎の東側、北西、西側に駐車場を計画しており、概ね７０台の

駐車が可能である。 

◆現在、全教員の９０％が車通勤である。義務教育学校の教員数が８０人と想定して

いるので、７０台の駐車場でまかなえると判断している。 

 

 

〇中学校プールを住民に開放する計画はあるのか。 

 

 

◆部活動があるため、現在のところ想定していない。但し、部活動の活動時間が調整

できるのであれば、検討する。 

 

 

〇教員の通勤基準はあるのか。 

 

 

◆特段、基準は設けられていない。 

◆奈良県の場合は公共交通機関が発達していないため、駅から遠い施設や学校に出張

する際は、車が必要となる。よって、車通勤が多いのが現状である。 

 

 

〇王寺駅からの通勤は便利であるが、それだけでは済まないのは理解した。 

〇但し、用地に限りがあるため、誤解を恐れずに言うと、教員の駐車スペースを優先

的に確保することは、難しい。 

〇地域交流室については、外部の人がコミュニティ・スクールで学校に訪問された際

の控え室、また休日に学校開放で来られた方々の打ち合わせスペースとして、必要

な場所である。 

〇教員用の会議室が見当たらないが、地域交流室では教員の会議も行うのか。 

〇一番頻度が多いと思われる職員会議はどこで行われるのか。 

 

 



 

◆基本設計の中で、図面上、職員室に机を配置し、会議スペースを設ける等の検討を

行っていく。 

◆ランチルームは、昼食時を除くと、会議室としての役割も担うことができる。また

先ほどの地域交流室をパーティションで区切ることにより、会議室として活用する

ことも考えられる。これらのことも基本設計の中で考えていく。 

 

 

〇確かにランチルームは昼食時には使えないが、その他の時間は空いているのだから、

他の目的で活用できる。 

〇会議室として限定してしまうより、先ほどもあったようにコミュニティ・スクール

で地域の人が打ち合わせスペースで使ったり、職員会議で使ったりすることが想定

できる。このように需要を想定しておくことで、スペースの有効活用が図れる。 

〇会議の内容によっては、守秘義務が発生する場合がある。そういったことも今後検

討してもらいたい。 

〇教員の更衣室は、日常的に着替えることが多いことと、防犯上の観点から、できる

限り職員室に近いほうが望ましいので、今後も検討を重ねていただきたい。 

 

 

〇子どもたちの安心・安全には十分配慮いただきたい。 

〇緊急時に即刻対応ができる動線が想定されているのか。 

〇工事期間中、子どもたちの安全確保や騒音対策は、どの様になされるのか。 

 

 

◆段差等をなくし障がいを持った方にも使いやすくするだけでなく、使用する人々全

てに優しいユニバーサルデザインを積極的に取り入れていく方針である。 

◆対格差がある小学生と中学生が通う学校なので、基本的には小学生に合わせたもの

になる。 

◆防犯カメラ等のセキュリティ面も、今後の設備面で検討を重ねていく。 

◆工事期間中の子どもたちの安全は、基本計画の中で明確に示している。今後は造成

時期、校舎建設時期、そして工事段階毎の運動場の確保といった具体的な安全対策

を検討していく。 

 

 

〇工事期間中の運動場の面積は割り出せているのか。 

 

 

◆造成工事中は、現在の運動場からテニスコート２面分位（４０ｍ×４０ｍ）の広さ

は確保する予定であるが、具体的には施工業者と協議して決めていく。 



 

〇当初の設計案から縮小した経緯は何か。 

 

 

◆建築工事で最も重要になるのが延べ床面積である。それに平米単価を入れて計算す

るが、最初の計画段階で規模が膨らんでしまった。その中でオーバーした部分を抑

えて再計画していった。 

◆推進委員会やプロジェクトチームで議論いただいた内容は、なるべく生かしていく

という方針の下、縮小していった。今後も基本設計、実施設計に進んでいく中で、

コスト面を意識しながら進めていく。 

 

 

〇個人の家でも、最初は色々取り入れようとするが、コスト面から縮小していくのと

同じである。 

〇折角作るのだから色々なことを想定するが、現実的には優先順位を決めて行うもの

である。 

〇４月１日から王寺町内に特別養護老人ホームがオープンする。その老人ホームは使

用木材のうち川上村産の杉を９０％以上使用して建築した。 

〇義務教育学校もできるだけ木材を意識し、子どもたちが行動するところの内装は、

木質化していくことを検討したい。 

 

 

 

・議題（２）資料に基づき「平成３０年度の取組」について、事務局より説明を行っ

た。 

 

主な意見の概要は、次の通り。 

 

 

〇基本計画として本日提示されたが、開校までの４年間というのは、スケジュールに

余裕があるのか。 

〇義務教育学校が開校すると学校区が再編され、通学路が変わることについても対応

していかなければならない。 

 

 

◆平成３４年に北の義務教育学校が開校すると同時に、南の校区でも分離型として義

務教育学校になる。よって校区は平成３４年をもって変わる。 

◆南の義務教育学校は、当面は分離型で行くが、種々調査をしながら統合するか否か

の検討を重ねていく。 



 

◆北の義務教育学校の開校に合わせ、南の義務教育学校にも空調等の整備をしていく

予定である。 

 

 

〇王寺小学校の跡地はどうなるのか。 

 

 

◆片岡王寺の遺跡地のため、現存校舎を撤去した上での遺跡調査を行わなければなら

ない。よって現在のところ跡地利用はイメージできていない。 

 

 

○他に意見が無いようなので、「【仮称】王寺義務教育学校（北）建設における基本計

画（案）」の協議を経たとし、正式に「【仮称】王寺義務教育学校（北）建設におけ

る基本計画」としてよいか。 

 

◆委員一同了承。 


